
転類についてのよくある質問 

※転類直前のセメスターでの修得見込み単位数も含んでいます。 

 

Ｑ１．現在３年生です。４年生進学時に転類できますか。 

 

Ａ１．３年生については、在学期間が１年を経過してから（＝４年生に進級してから）

１２単位以上を修得しないと卒業要件を満たさないため、転類できます。 

 

Ｑ２．現在４年生です（留年生を含む）。現在所属する類の必修・選択必修科目に関

する卒業要件を全て満たしている場合、翌年度４月１日付けで転類できます

か。 

 

Ａ２．以下のいずれかに当てはまる場合には、転類できます。 

(１)在学期間が１年を経過してからの修得単位数が１２単位未満の場合 

(２)卒業に必要な単位として修得済みの単位数が８０単位未満の場合 

※随意科目の単位については、１０単位まで算入 

 

Ｑ３．現在４年生です（留年生を含む）。卒業に必要な単位として８０単位以上を修

得済み、４年生に進級してから現在までに１２単位以上を修得済みですが、転

類志望先の必修・選択必修科目はまだ満たしていません。翌年度４月１日付け

で転類できますか。 

 

Ａ３．現在の所属類の必修・選択必修科目を満たしていない場合に限り、転類でき

ます。 

 

【注意！】 
 

転類志望先の必修・選択必修科目を満たしていない場合でも、以下の場合には、

現在の所属類での卒業要件を全て満たしているため、３月付けで卒業となり、翌４

月１日以降は在学できないため、転類はできません。 
 

・卒業に必要な単位として８０単位以上を修得済み 

・４年生に進級してから１２単位以上を修得済み 

・現在の所属類の必修・選択必修科目を満たしている 
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